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本ガイドライン「研修委託契約における契約管理ガイドライン」はじめ、

「研修員受入事業及び研修委託契約の概要」「研修委託契約における見積書

作成マニュアル」「研修委託契約における経費精算報告書作成マニュアル」

は、以下 JICA ホームページ（研修委託契約ガイドライン、契約書雛形、様

式）をご参照ください。 

上記ガイドラインは、2025 年 4 月 1 日以降に契約締結、又は正式に協力

を依頼する案件から適用します。ただし、2025 年 3 月末日までに研修受託

機関（以下、競争段階の応札者も含めて「受託者」という。）選定中又は契約

交渉中の案件については、2024 年 3 月版のガイドラインを適用することを

可とします。 

 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html 

 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html
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はじめに 

「研修委託契約」は、通常、当該研修コースを所管する JICA国内機関長（以

下「契約担当役」という。）と受託者の代表者との間で締結されるものです。し

かしながら、契約の履行にあたって、研修日程や業務内容の確認、軽微な変更等

に至るまで、全てを契約担当役と受託者の代表者の間で契約管理することは、実

務上、合理的ではありません。このため、契約担当役から授権された「監督職員」

と、受託者の代表者から授権された「業務責任者」の間で、授権された範囲内で

契約管理が行えることが研修委託契約約款に規定されています。 

また、業務完了報告書は、契約担当役から別途授権される JICAの検査職員（監

督職員の上長）が、業務完了報告書提出日翌日から起算して 10営業日以内に検

査を実施すると規定されていますが、長期に亘り実施される業務の内容と提出

される報告書等の内容を検査職員がこの短期間で検査するためには、契約履行

過程において、監督職員が適切に業務の履行状況を監督し、業務の完了にあたっ

てはその監督結果を検査職員に報告し、検査職員はその監督結果の報告に基づ

き検査ができることが前提となります。 

JICA と受託者がともに正確な知識を持つことが円滑な契約の履行の前提とな

ることは、「研修委託契約」に携わる者が一致して認識しておくべき事項だと考

えます。 

本ガイドラインは、適切な契約の履行とその検査に最低限必要となる、監督職

員と業務責任者が共同して実施する契約管理について、解説を行うことを目的

としています。 

 

【イメージ図】
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第１章 契約の管理 

１．監督職員と業務責任者による契約管理 

（１） 契約の性質 

研修委託契約では、約款第１条第２項において、「（略）特別の定めがある場

合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受託者

の責任において定めるものとする」としています。 

受託者が行う業務の内容は、研修委託契約書附属書Ⅰ「業務実施要領」に示

されており、これに沿って JICA と密接な連絡を取りながら実施することが求

められますが、実際の業務実施過程においては、JICAと受託者の間で、業務の

進捗に応じ、具体的に確認（必要に応じ、変更を合意）する必要が生じる場合

があります。 

この業務実施過程における具体的業務の確認（必要に応じ、変更を合意）は、

JICA（監督職員）と受託者（業務責任者）が行います。 

 

（２） 監督職員（JICA） 

監督職員は契約担当役から授権された権限の範囲内で、業務の適正な履行を

確保するため、監督行為を行います。 

監督職員は、業務実施要領に基づき業務が実施されているかを確認し、必要

に応じ業務責任者に対して必要な指示や協議を行い、適切な履行を監督します。

監督職員の権限は、約款第５条第２項に監督職員の業務として次のとおり規定

されています。 

【研修委託契約約款第５条第２項】 

監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を

行う権限を有する。 

（１） 第１条第５項に定める書類の受領 

（２） 本契約及びその他関係書類（以下「契約書等」という。）に基づく

受託者又は受託者の業務責任者に対する指示、承諾、協議及び確

認 

（３） 契約書等に基づく業務工程の監理及び立会 

（４） 業務実施状況についての調査 

（５） 業務実施要領に規定されている業務内容の軽微な変更（あらかじ

め委託者から権限を与えた範囲に限る。）の承諾及び確認 

（６） 経費内訳書に示す直接経費に係る承諾及び確認 

（７） 業務従事者に係る承諾及び確認 
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（３） 業務責任者（受託者） 

業務責任者は、契約変更が必要と考えられる契約内容の変更等を除き、受託

者の権限（第４条第１項）を有するものとし、監督職員と協力して、適切に業

務を実施する責任を負います。約款に基づき、「業務責任者届」を委託者（JICA）

へ提出願います（契約書附属書Ⅰ「業務実施要領」の別紙とすることを可とし

ます）。 

【研修委託契約約款第４条第１項】 

受託者は、本業務の履行に先立ち、受託者の管理・監督に基づき本業務に

従事する者（以下「業務従事者」という。）の中から業務責任者を定め、書

面により委託者に通知しなければならない。また、業務責任者を変更すると

きも同様とする。業務責任者は、本業務の実施についての総括管理をつかさ

どるほか、本契約に基づく受託者の権限（ただし、契約金額の変更、作業項

目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本

契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを

除く。）を有するものとする。 

 

（４） 打合簿 

監督職員と業務責任者の間の打合せ事項（指示、承諾、協議及び確認）を記

録として残すものが「打合簿」となります。 

【業務実施要領第４ 打合簿の作成】 

 研修委託契約約款第５条に定義する監督職員等の指示、承諾、協議及び確

認は、その内容を打合簿（委託者指定様式）に記録し、業務責任者と監督職

員等がそれぞれ一部ずつ保管するものとする。 

受託者（業務責任者）にとっては、業務内容の軽微な変更（※）に係る事前の

合意を証明する文書となります。監督職員との指示や承諾等に基づいて業務が

履行されたことを確認するなど、円滑な精算を行うためにも、JICA（監督職員）

又は受託者（業務責任者）が記録として残すべきと判断したものは、必ず打合

簿を作成してください。 

打合せは、事態が発生する前に行うこととし、打合簿の日付は、実際に打合

せ（電話やメールのやり取り、担当者等を通じた打合せを含む。）を行った日付

としてください。打合簿は、監督職員名と業務責任者名で２部作成し、それぞ

れの押印が必要です1。押印後、双方が１部（オリジナル）を保管します。 

 

 
1 押印の取扱いは以下参照。 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html
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※ 軽微な変更とは、附属書Ⅰ「業務実施要領」に定める業務内容自体に変

更はないものの、JICA（監督職員）又は受託者（業務責任者）が記録と

して残すべきと判断した事項をいいます。 

 

（５） 契約管理に関する文書 

業務責任者は、以下に掲げる文書を常に整理し、契約管理の基礎資料として、

参照できるようにしてください。 

１） 契約書（契約書本体、研修委託契約約款、附属書Ⅰ、Ⅱ） 

２） 打合簿 

３） 研修委託契約における契約管理ガイドライン 

４） その他関連書類 

 

２．監督職員の権限 

監督職員と業務責任者が共同で業務を実施（契約を管理）していくにあたって、

常に認識しておかなければならないことは、監督職員と業務責任者にそれぞれ

授権されている権限の範囲です。この権限の範囲を超えた事項については、打合

簿による対応ではなく、契約担当役及び受託者の代表者による契約変更を行う

必要があります。なお、契約変更にあたっては、本章２（３）のとおり、協議・

合意内容について事前に打合簿で確認します。 

 監督職員の権限の範囲は、下表のとおりです。 
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表１ 監督職員の権限の範囲（概要） 

 業務内容 契約金額内訳 

契約変更 

（契約担当役の承認） 

国内機関長職 

・附属書Ⅰ「業務実施要領」に定める

業務内容の軽微でない変更 

・契約履行期間の変更 

・監督職員が契約変更の必要がある

と判断した事項 

・契約金額の変更 

・費目（大項目）注）間

流用 

打合簿 

（監督職員の権限） 

国内機関課長職 

・附属書Ⅰ「業務実施要領」に定める

業務内容の軽微な変更及び確定 

・業務従事者の変更 

・業務進捗にかかる情報共有の過程

で、監督職員及び業務責任者が記録

に残すべきと判断した事項 

 

事後報告 

（受託者の裁量） 

・附属書Ⅰ「業務実施要領」に定める

業務内容に変更が生じない業務方

法、手法、手順の変更及び確定 

・費目（中項目）（小

項目）注）間流用 

注）費目の分類については、表２「費目の構成」を参照してください。 

 

（１） 業務の内容（業務実施要領）の変更に係ること 

業務実施要領（契約書附属書Ⅰ）に記載されている業務の内容を変更する場

合、原則、契約変更での対応となります。業務内容自体に変更はないものの、

監督職員又は業務責任者が記録に残すべきと判断した軽微な変更については、

打合簿で対応することとします。 

 

（２） 契約金額の内訳の変更に係ること 

契約金額の内訳は、経費内訳書（契約書附属書Ⅱ）に記載されています。 

契約金額の内訳の変更とは、「費目間流用」のことです。「費目間流用」とは、

業務実施上不足している費目において、他の費目で生じた余剰分を用い、契約

書の経費内訳書に示されている当該費目の金額を超えて支出することを認め

ることを言います。 
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「費目間流用」の取扱いは、以下のとおりとします。 

１） 大項目間の流用は認められません。これら費目の額を変更する場合は、

契約変更が必要です。 

２） 中項目間の流用については、業務実施の柔軟性を担保する観点から、受

託者の裁量により可能（打合簿の作成は不要）です。ただし、附属書Ⅰ

「業務実施要領」に定める業務内容の軽微な変更を伴う費目間流用であ

るなど、監督職員及び業務責任者が記録に残すべきと判断した場合は打

合簿を作成してください。 

３） 小項目間の流用についても、受託者の裁量により可能（打合簿の作成は

不要）です。 

なお、会議費の流用は認められません。 

 

費目間流用は、「余った経費は他経費に使うことができる。」という考え

方ではなく、「予定を超えて必要となった経費に対し、本来、契約変更を

行い契約金額を増額するところだが、幸い他の費目の中で余っている経

費があるので、運用として当該経費を利用する。」というのが基本的な考

え方です。 

このため、受託者は、「他の費目が余っていなければ、契約変更を行うの

か？」を一つの判断基準とし、合理的な理由があるかどうかで判断しま

す。 
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表２ 費目の構成 

 

 

費目 

（大項目） 

費目 

（中項目） 

費目 

（小項目） 

直接経費 

一般謝金 

講師謝金 

検討会等参加謝金 

原稿謝金 

見学謝金 

講習料（法人等技術研修対策費） 

研修旅費 
旅費 

交通費 

国外講師招聘費 

航空賃 

本邦滞在費 

内国旅費 

講師謝金 

研修諸経費 

資材費 

教材費 

施設機材借料損料 

損害保険料 

施設入場料 

通訳傭上費 

遠隔研修費 

会議費（費目間流用は不可） 

業務人件費 ― ― 

業務管理費 ― ― 

 

（３） 契約変更に係ること 

監督職員の権限の範囲は、上述２．の記載のとおりであり、記載の権限を越

える事項は契約変更にて対応する必要がありますが、変更契約にあたっても、

監督職員は一定の役割を果たします。 

具体的には、契約変更を行うにあたり、監督職員と業務責任者が①契約変更

の経緯と理由、②変更される業務内容等、③変更業務実施要領（案）、④変更経

費内訳書（案）について、協議、合意し、その内容を事前に打合簿にて確認す

ることとします。 

契約変更が必要 受託者の裁量で流用可 
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監督職員が事前に確認しておくことにより、打合簿締結後速やかに、契約担

当役は変更契約を締結することができます。 

なお、この場合、上記の打合簿のみでは契約変更の効力は発効しませんので、

打合簿締結後、速やかに契約変更手続きを進める必要があります。  

 

３．不可抗力 

不可抗力や天災（大規模なデモ、大規模な洪水被害、地震等）が発生し、予定

どおりの業務が困難となった場合も、受託者は合理的に実行可能な限りにおい

て、業務の履行を続ける努力を行う必要がありますが、契約期間に業務を完了す

ることができない場合の契約期間の延長や、不可抗力により生じた追加的経費

についての措置、業務内容の変更については、監督職員と業務責任者が協議し、

打合簿により基本的な対処方法について合意形成を図ったうえで、必要に応じ

契約変更の手続きを行います。 
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第２章 研修実施における留意事項 

１．経費処理等の手続きに関すること 

（１） 概算払 

契約書の規定に基づき概算払が必要な場合は、業務の実施に先立ち必要な経

費を算定したうえで、研修実施経費請求書を提出してください。JICAは、内容

を確認のうえ、研修実施経費請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支

払いを行います（複数年度契約を締結する場合は、契約締結時に初年度分の経

費を請求し、次年度の 4月 1日以降に次年度分の経費を請求することが可能で

す）。 

技術研修期間終了後、精算確認の結果、概算払額に対して余剰金が生じた場

合は、返納していただきます。 

 

⚫ 契約履行期間が５か月を超える場合 

契約履行期間が５か月を超える場合において概算払を行う場合は、契約

締結時に契約金額の 10分の７を上限に請求することができます。残額につ

いては、履行期間の中間に属する月の末日以降に請求することができます。

JICA は、内容を確認のうえ、研修実施経費請求書を受領した日から起算し

て 30日以内に支払いを行います。 

 

⚫ 複数年度契約の場合 

複数年度契約で概算払を行う場合は、それぞれの年度において、契約金額

の当該年度分全額を請求することができます（複数年度契約かつ契約履行

期間が 5か月を超える場合も年度毎の請求となります）。この場合、初年度

末に業務進捗報告書及び経費実績報告書を、次年度業務完了後に業務完了

報告書及び経費精算報告書を提出し、契約期間全体に対する精算を行いま

す（「経費精算報告書作成マニュアル」第１章参照）。業務完了後の確定払と

する場合は、すべての経費をまとめて精算します（年度区分は不要）。 

 

（２） 納品の確認 

資材、書籍等の物品購入、機材借上げにあたっては、納品書による納品確認

を必ず行うようお願いします（受託者以外の協力機関が使用する場合でも、必

ず受託者が納品確認を行ってください）。納品確認後、納品書に検収確認印を

捺印し、日付、確認者氏名を記入してください。 

なお、小額の物品や書籍の店頭購入等、見積書及び納品書を取付けられない

場合は、領収書に検収確認印を捺印し、日付、確認者氏名を記入してください。 

 



 

10 
【2025年 1月版】 

《検収確認印サンプル》 

 

 

 

 

 

（３） 契約関連書類の押印等の取扱い 

見積書、請求書等、従来の押印済みの原本による手続きに加えて、押印の省略

等も可としています。最新情報は、以下をご参照ください。 

 

■JICAホームページ（研修委託契約ガイドライン、契約書雛形、様式） 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html 

 

（４） インボイス制度への対応 

2023 年 10 月 1 日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制

度（適格請求書等保存方式）が導入され、適格請求書発行事業者（インボイス事

業者）は、消費税の課税取引につき、適格請求書の記載事項を満たした請求書（適

格請求書）の発行が求められます。請求書を受領する側でも、消費税の還付のた

めに「適格請求書」を入手し、保存しておく必要があります。 

 

２．その他 

（１） 未定事項の確定・業務内容の変更 

契約締結後、JICA国内機関より研修実施状況について、随時報告を求めるこ

とがあります。また、研修日程を含む研修内容の変更や未定事項の確定時には、

事前に JICA 国内機関にご連絡ください。監督職員又は業務責任者が記録に残

すべきと判断した場合には、打合簿の取り交わしが必要です。 

業務内容の軽微でない変更や契約履行期間の変更等契約変更が必要な程度

の変更が生じ契約金額の増額又は減額が必要となった場合には、事前に打合簿

により合意のうえ、契約変更が必要となります。 

 

（２） 技術研修期間中の研修員への生活情報提供及び生活に係る助言・支援 

必要に応じ、研修場所への移動に便利な宿舎や研修員が利用可能な昼食場所

など、研修員の生活面における情報提供について、受託者の協力をお願いする

ことがあります。 

 

 

検 収 確 認 印 

    年  月  日 

氏名        ○印 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html
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（３） 緊急時の対応 

万一、自然災害、研修員に病気、事故、違法行為などが発生した場合には、

研修監理員と連携のうえ、速やかに JICA 国内機関に連絡し、適切な措置をと

るようご協力をお願いします。休日の場合等は、JICA国内機関フロントへ連絡

のうえ、対応につきご相談ください。 

なお、即座の対応が必要な場合において、受託者の判断で対応いただいた場

合は、事後、速やかに JICA国内機関にご報告願います。 

 

■JICAホームページ（研修委託契約ガイドライン、契約書雛形、様式） 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html 

 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html

